
令 和 ３ 年 ２ 月 議 会 

議 案 説 明 資 料 

○議案第 １号 令和２年度福岡市一般会計補正予算案（第７号）

○議案第１０号 令和２年度福岡市財産区特別会計補正予算案（第１号）

○議案第１１号 令和２年度福岡市市債管理特別会計補正予算案（第４号）

○議案第１７号 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部変更に関する

協議について 

○議案第１８号 福岡市土地開発公社の解散について

財  政  局 
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議案第１７号 

糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部変更に関する協議について 

本件は、住居表示の実施に伴い糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合の事務所の

位置の表示を変更する必要があるため、当該組合の規約の一部変更に関し関係

町と協議することについて、地方自治法第 290 条の規定により議会の議決を求

めるものである。 

・糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合の概要

福岡市、篠栗町、粕屋町、久山町、志免町、須恵町、宇美町の共有林等の

管理及び処分に関する事務を共同処理するため、地方自治法第 284 条の規

定に基づき、設立された一部事務組合。 

１ 変更点（糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約） 

組合の事務所の位置の変更（第４条） 

令和２年 10 月 10 日の篠栗町における住居表示の実施に伴い、組合の事

務所の位置の表示を「大字篠栗 4910 番地２」から「中央二丁目２番 16 号」

に改めるもの。 

２ 施行期日 

この規約は、公布の日から施行する。 
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第１条～第３条　略 第１条～第３条　略

（組合の事務所の位置） （組合の事務所の位置）

第４条　組合の事務所は、糟屋郡篠栗町 第４条　組合の事務所は、糟屋郡篠栗町
　大字篠栗４９１０番地２に置く。 　中央二丁目２番１６号に置く。

以下略 以下略

旧 新

糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部を改正する規約案新旧対照表
○糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約（昭和33年33地第965号）
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議案第１８号 

福岡市土地開発公社の解散について 

１ 概要 

福岡市土地開発公社（以下「公社」という。）は、保有していたすべての公有用地を処分

し、金融機関からの借入金を完済したことから、公社のあり方についての方針決定（平成 25

年２月）に基づき、令和２年度末をもって解散する。 

２ 残余財産について 

（1）残余財産の額（見込み） 現金預金 19 億 4,200 万円（資本金 4,000 万円含む）

（2）残余財産の処分方法

残余財産は公有地の拡大の推進に関する法律第 22 条第２項の規定に基づき、福岡市に

帰属する。 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和３年２月   公社解散に向けた国との協議及び認可申請 

３月 国の解散認可をうけ公社解散 

４月  清算手続き開始 

７月 清算結了 

４ 関連法令 

公有地の拡大の推進に関する法律 

第 22 条 土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経て第 10 条第２項の規定の例に

より主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。 

２ 土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があると

きは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなけ

ればならない。 
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令和２年７月 所管事務調査資料より抜粋 

１．土地開発公社の解散に向けて 

【あり方について方針】 

(1) 公社は、令和 2 年度を目途に解散する。

(2) 用地交渉業務は、平成 24 年度をもって廃止する。

(3) 資金代行業務は、平成 29 年度をもって廃止する。

(4) 公社の組織は、必要最小限とする。

【方針決定に至った背景】 

○ 近年の公社事業は縮小傾向が顕著であり、公社保有地残高は着実に減少している。

○ 土地開発基金を活用することで、先行取得への対応が可能 など 

２．令和元年度末現在の保有地の状況 

令和２年度事業計画において，すべて処分予定。 

３．公社が果たしてきた役割 

＜果たしてきた役割＞ 

土地開発公社の制度は、用地取得の困難性が高まっている状況の中でも、公共用地の計画

的な先行取得が可能であり、民間資金の活用が迅速に図れること、事業に係る予算の平準化

が図れること、用地買収の専門的組織としての対応が図れることなどから、公社は福岡市と

一体となって、公共事業の円滑な推進を図る役割を担い、「本市の秩序ある整備と住民福祉

の増進」に寄与してきたものである。 

＜公社が担ってきた主な事業＞ 

福岡市土地開発公社は設立より、道路用地、学校用地、都市公園用地、都市開発事業用地

など、福岡市における各局の事業用地の取得に邁進してきた。 

また、福岡市の事業だけにとどまらず、九州大学統合移転事業を始めとする国事業や、県

の事業である御笠川激甚災害対策緊急事業にも貢献するなど、幅広い活動を行ってきた。 

具体的な事業の実績としては、設立以来、面積にして１，２２３ｈａ、金額にして 

６，０８３億円余の公共用地取得と３４１億円余の造成工事を実施している。 

参考資料

→実施済み

（単位　面積：㎡，金額：円）

54,123.74 1,015,862,542 17,834,005合 計 38,607,094 1,072,303,641

761,835,491
研 究 開 発 拠 点 形 成 促 進

事 業 研 究 施 設 用 地

39,899.59 292,463,994 4,991,854 13,012,302

14,224.15 723,398,548 12,842,151 25,594,792

下 月 隈 緑 地 用 地 310,468,150

令 和 元 年 度 末 現 在 の 残 高

面　　積 元 金 諸　経　費 利 息 計
資 産 区 分
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